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大分県県民生活・男女共同参画課
（大分県消費生活・男女共同参画プラザ）

ＴＥＬ 097-534-2062
〒870-0037　大分市東春日町１番１号　NS大分ビル内

市町村の相談窓口
犯罪被害（二次的被害）
知ってください

大 分 県

市町村名　　　担　当 電話番号

大分市　　　生活安全・男女共同参画課 097-537-5997

別府市　　　共生社会実現・部落差別解消推進課 0977-21-8289

中津市　　　市民安全課 0979-62-9073 

日田市　　　市民課 0973-22-８３９５

佐伯市　　　福祉保健企画課 0972-22-3085

臼杵市　　　部落差別解消推進・人権啓発課 ０９７２-６３-１１１１　
  （内線３１７１）

津久見市　　市民生活課兼 0972-82-4111
 人権尊重・部落差別解消推進室 （内線114）

竹田市　　　人権・部落差別解消推進課 0974-63-4820

豊後高田市　市民課 0978-25-6157

杵築市　　　総務課 0978-62-1801

宇佐市　　　総務課 0978-27-8101

豊後大野市　総務課 0974-22-1061

由布市　　　総務課 097-582-1112

国東市　　　総務課 0978-72-5160

姫島村　　　総務課 0978-87-2281

日出町 総務課 0977-73-3150

九重町　　　人権尊重・部落差別解消推進課 0973-76-2468
 （隣保館） 

玖珠町　　　人権確立・部落差別解消推進課 0973-72-1112

犯罪被害者等支援についての
相談窓口があります

ご相談、情報提供、
関係機関の紹介等行っています。

公益社団法人
大分被害者支援センター

（大分県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体）

電話相談・面接相談・直接支援（付き添い）

警察の相談窓口

民間の被害者支援団体

大分県県民生活・男女共同参画課
（大分県消費生活・男女共同参画プラザ）

県の相談窓口

ＴＥＬ 097-532-7711
月～金　９：００～２０：００

※祝日、年末年始を除く

ＴＥＬ 097-534-2062
月～金　8：3０～17：15

※祝日、年末年始を除く

大分県警察本部　犯罪被害者支援室

ＴＥＬ 097-536-2131
月～金　９：００～17：45



犯罪被害（二次的被害）について

心理的・身体的苦痛

経済的苦痛

社会的苦痛

・「頑張れ」「早く忘れなさい」等という
  心情に配慮しない言葉掛けをされる。

・精神的ショックを受け、PTSDに苦しんだり、
 身体の具合が悪くなる。

・心情を考慮せず、
  強引な取材をされる。

・いわれなき偏見・中傷や
  興味本位の話しかけをされる。

・インターネット等により、
  無責任なうわさを流布される。

県内でも様々な犯罪が発生しており、誰もが被害者となる可能性があります。
犯罪の被害者やそのご家族・ご遺族の方の多くは、
犯罪により直接的な被害を受けるだけではなく、それらに伴い生じる精神的な
ショックや不安等、二次的な被害にも苦しんでいます。
※犯罪被害の種類や、被害者の方の年齢・生活状況により、生じる問題は様々です。

まず大事なことは、被害者
の方の気持ちを尊重するこ
とです。変に距離を置くの
ではなく、普段どおり話し
たり、相談にのってあげた
り、手伝えることがあれば手伝った
りと、「これまでどおり」仲良くし、一緒に
いることが大切です。

「頑張って」「いつまで沈んでるの」「世の中にはもっと
つらい人もいるよ」といった言葉は、励ましているつ
もりでも逆に負担になることもあります。
また民事裁判で訴えることについても、「お金が目的
なの？」と偏見を持つ人もいるので、事件・事故につ
いて、いろいろ聞くことも、被害者の方を傷つけてし
まう可能性があります。傷つけるつもりは無くても、
私たちも『加害者』になり得るのです。

不幸にして犯罪被害者やそのご家族・ご遺
族となった方の苦しみが、少しでも和らぐ
よう、私たち一人ひとりが理解していくとと
もに、社会全体で支え合っていきましょう。

・職場の理解を得られないため、
  受診や裁判傍聴等で
  休むことができず、
  退職に追い込まれる。

・収入が減り、また住む家も失い、
  生活に困る。

犯罪の被害者やそのご家族・ご遺族の方が抱える問題

私たちにできることは

私たちも二次的被害の『加害者』に…

・緊張・動悸、不眠・悪夢、
食欲不振など
身体的ダメージを受け、
後遺症に苦しむ。


